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災害時における廃棄物処理施設の設置に係る特例について

１ 災害時に市町村が一般廃棄物処理施設を設置する場合の特例（廃棄物処理法第９条

の３の２）

・災害が発生した場合に市町村が設置又は変更することを予定している一般廃棄物処

理施設について，発災前にあらかじめ知事と協議を行い、知事の同意を得ておくこ

とにより、通常必要となる一般廃棄物処理施設設置又は変更に関する届出に係る都

道府県知事による基準適合の審査を経ずに，当該施設を設置又は変更することがで

きる。

・協議により同意を得た内容に変更が生じる場合，再度協議が必要。

・協議書：以下の項目を記載した任意の様式

① 一般廃棄物処理施設を設置することが見込まれる場所

② 一般廃棄物処理施設の種類

③ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

④ 一般廃棄物処理施設の処理能力

⑤ 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

⑥ 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

２ 災害時における一般廃棄物処理施設の設置の特例（廃棄物処理法第９条の３の３）

・市町村以外の者が設置する一般廃棄物処理施設について，通常は都道府県知事の許

可を要するが、非常災害が発生し、既設の廃棄物処理施設の活用又は通常の手続に

基づく一般廃棄物処理施設の設置によっては円滑かつ迅速な処理が困難と認められ

る場合、市町村が、一般廃棄物処理施設の設置まで含めた廃棄物処理に係る業務を

民間事業者等に委託し、当該民間事業者等が都道府県知事へ事前に当該処理施設に

係る届出を行い、受理されることにより，市町村が通常一般廃棄物処理施設を設置

する場合と同様，都道府県知事への届出のみで設置することができる。

３ 産業廃棄物処理施設の活用に関する特例（廃棄物処理法第１５条の２の５第２項）

・既存の産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状の一般廃棄物

を処理しようとする場合、通常時は事前の届出が必要となるが，災害対応のために

必要な応急措置として実施する場合は，事後に届出することができる。
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※　１及び２の特例については，当該一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査の結果
　の縦覧等の手続に関する「市町村の条例」の制定が必要。
 （「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律等の施
　行について（通知）」（平成27年８月６日付け環廃対発第1508062号・環廃産発第
　1508061号）の記の第一の２及び３を参照。）


